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○
金
融
庁
告
示
第
百
五
号

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
八
の
二
及
び
第
一
条
の
十
九
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
取
引
及
び
貸
借
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
公
布
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
次
に
掲
げ
る

国
に
お
い
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
種
類
の
業
務
を

行
う
者
（
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
国
に
お
い
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
の
免

許
と
同
種
類
の
免
許
又
は
こ
れ
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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二

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な

さ
れ
る
も
の

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が

指
定
す
る
も
の
は
、
対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
対
象
有
価
証
券
の
売
買
と
す
る
。

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
貸
借
）

第
三
条

令
第
一
条
の
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務

引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
対
象
有
価
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証
券
の
貸
借
と
す
る
。


